
 

会員各社（対策本部） 
・体験／ツアーの中止 
・参加者の避難誘導 
・救護応援の準備 
・保険会社への報告 
・対策本部の設置 

         現 場 責 任 者 
事故発生 ・インストラクター 
（現場） ・ツアーコンダクター 
     ・会員（受入業者） 

所 轄 機 関 

○警察署  ○福祉保健所 

○消防署  ○医療機関 

○関係官庁 

参 加 者 家 族 
・迅速に的確な情報を報告 
（被害状況、収容先、緊急連絡先等） 
・接遇 
（家族等関係者の現地入り全面協力） 

連 絡 必 須 事 項 

 

＊事故の発生日時、場所 

＊事故の状況（原因・程度など） 

＊被害状況（氏名・年齢･被害の程度） 

＊消防車や救急車出動の要請状況 

＊現地への緊急連絡先 

   

事故処理体制の整備／事故災害発生時の連絡体制モデル 
                   『北海道ランドオペレーター協議会』 

 

◆万一の場合に備えて、日頃からの体制整備 

◎体験型ツアー販売、実施する際、各主催側の緊急時における体制整備が必須です。 

◎具体的な判断基準や最低限の約束事を定めた会員自社のマニュアルを作成して下さい。 

◎緊急連絡先リスト（24 時間体制）を完備し関係者は常に携帯義務があります。 

◎事故・災害のアフターケア対策も行って下さい。（業者間での緊急協力の取り決め等） 

 


